
 

【食品表示法（平成２５年法律第７０号）（抜粋）】 

 

（食品表示基準の策定等） 

第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる

事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択す

るために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定

めなければならない。 

一 名称、アレルゲン（食物アレルギーの原因となる物質をいう。第六条第八項及び第十一

条において同じ。）、保存の方法、消費期限（食品を摂取する際の安全性の判断に資する期

限をいう。第六条第八項及び第十一条において同じ。）、原材料、添加物、栄養成分の量及

び熱量、原産地その他食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項 

二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項 

２～６ （略） 

 

（指示等） 

第六条 食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項（以下「表示事項」とい

う。）が表示されていない食品（酒類を除く。以下この項において同じ。）の販売をし、又は

販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第一

項第二号に掲げる事項（以下「遵守事項」という。）を遵守しない食品関連事業者があるとき

は、内閣総理大臣又は農林水産大臣（内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示され

ず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理

大臣）は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の

指示をすることができる。 

２～８ （略） 

 

（公表） 

第七条 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をした

ときは、その旨を公表しなければならない。 

 

（権限の委任等） 

第十五条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者

庁長官に委任する。 

２及び３ （略） 

４ この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところによ

り、都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第

一項の指定都市の長が行うこととすることができる。 

５ 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定める

ところにより、都道府県知事、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項の政

令で定める市（次条において「保健所を設置する市」という。）の市長又は特別区の区長が行

うこととすることができる。 

 

参考資料１ 


